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日本原燃株式会社

代表取締役社長 川 井 吉

日本原燃株式会社に係る情報提供の要請について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、当社事業につき
まして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 25年 9月 20日付総防第738号によりご依頼のありました当社が

運営する原子燃料サイクル施設において、原子力災害対策特別措置法第10条第 1

項に規定されている事象および第 15条第 1項各号のいずれかに該当する事象が
発生した場合、原子炉等規制法に基づく報告対象事象が発生した場合、もしくは岩

手県内に影響を及ぼす事象が発生した場合またはその恐れがある場合には、速やか

に岩手県に情報提供させていただきます。

当社は、引き続き、安全最優先で事業を進めてまいりますので、今後ともよろし

くお願いいたします。
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